
　　　従業者の給与等の支払いは、毎月１日から月末までの分をその月の末日に支払っています。　

　　(ｱ)　従業者給与総額（従業員213人）　　364,810,020円

　　(ｲ)　65歳以上の従業員（6人分）　　　　　　14,632,000円

共用部分 1,829.72㎡

横浜甲（株）本店　　3,460㎡

　イ．　従業者給与総額

　　(ｳ) 専用部分の床面積  3,460㎡のうち社員食堂として214㎡を使用しています。 
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　ア．　事業所床面積　（内訳）

　　(ｱ)　専用床面積　  3,460㎡

　　(ｲ)　共用床面積　　 611.08㎡

　　　　　本店は貸ビル（横浜中ビル）に入居しており、当該貸ビルには他にＡ社、Ｂ社及びＣ社がそれぞれ2,300㎡専用しており、

　　　　これらの専用部分に係る共用部分の床面積は1,829.72㎡となっていますので、　

　　　　本店の共用床面積は、１,829.72㎡　　×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝611.08㎡　　となります。

◎事業所税申告書の記載例
事業所税申告書の記載要領について、次の例により説明します。
（例）

　横浜甲株式会社は、3月決算法人で、3月31日決算期末の事業所床面積及び同期中に支払われた従業者給与総額等の

状況は次のとおりです。

(1)　本店（所在地　横浜市中区港町１－１）

3,460㎡＋2,300㎡＋2,300㎡＋2,300㎡

3,460㎡



　　　　　資産割の課税標準は、１,200㎡×　　　　　　　　＝1,000㎡　となります。

　　(ｲ)　従業者給与総額（従業員60人分）　　　85,640,000円
　　　　　　

　　　　　この支店は、11月1日に新設していますので、

　　　　　資産割の課税標準は、１,820㎡×　　　　　　　　＝606.66㎡　となります。

　　(ｲ)　従業者給与総額（従業員120人分）　　　93,287,000円

　ウ．　横浜甲（株）戸塚支店　（所在地　横浜市戸塚区戸塚町１0番地）　　【１月10廃止】

　　(ｱ)　事業所床面積　1,200㎡　

　　　　　この支店は、1月10日に廃止していますので、

　　(ｲ)　従業者給与総額

　　　　○従業員（30人分）　　　　　　　　　　　　　43,707,350円

　　　　○うち心身障害従業員（15人分）　　　　　15,075,000円　　　

　　　　　※　この支店は、心身障害者を多数雇用する事業所に該当しています。　　　　　

　イ．　横浜甲（株）緑支店　（所在地　横浜市緑区寺山町１１８番地）　　【11月１日新設】

　　(ｱ)　事業所床面積　1,820㎡　

(2)　支店

　ア．　横浜甲（株）保土ケ谷支店　（所在地　横浜市保土ケ谷区川辺町2番地の9）

　　(ｱ)　事業所床面積　960㎡　（うち娯楽室　　165㎡）
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